
同和問題を正しく理解し、
一人一人の人権が
尊重される社会の実現を
目指しましょう。

７月は同和問題啓発強調月間です

今
も
あ
る
差
別

　

日
本
国
憲
法
は
「
す
べ
て
国

民
は
、
法
の
下
に
平
等
で
あ
っ

て
、
人
種
、
信
条
、
性
別
、
社

会
的
身
分
又
は
門
地
に
よ
り
、

政
治
的
、
経
済
的
又
は
社
会
的

関
係
に
お
い
て
、
差
別
さ
れ
な

い
」
と
法
の
下
の
平
等
を
う
た

っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
現
実

の
社
会
で
は
女
性
や
障
が
い
者

に
対
す
る
差
別
、
外
国
人
に
対

す
る
差
別
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
差

別
が
生
じ
て
い
ま
す
。

　

中
で
も
同
和
問
題
は
、
日
本

社
会
の
歴
史
的
発
展
の
過
程
で

形
づ
く
ら
れ
た
身
分
階
層
に
基

づ
く
差
別
で
、
我
が
国
固
有
の

重
大
な
人
権
問
題
で
す
。

　
こ
う
し
た
背
景
か
ら
一
部
の

人
々
が
長
い
間
、
経
済
的
、
社

会
的
、
文
化
的
に
低
位
の
状
態

を
強
い
ら
れ
、
日
常
生
活
の
上

で
さ
ま
ざ
ま
な
差
別
を
受
け
て

き
ま
し
た
。

　
同
和
問
題
の
解
決
を
図
る
た

め
、
国
と
地
方
公
共
団
体
は
昭

和
44
（
1
9
6
9
）
年
の
同
和

対
策
事
業
特
別
措
置
法
制
定
以

降
、
同
和
教
育
の
推
進
や
、
同

和
地
区
の
生
活
環
境
の
改
善
に

取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
近
年
も
な
お
、
結

婚
の
際
の
身
元
調
査
や
、
宅
地

建
物
取
引
に
お
け
る
同
和
地
区

問
合
せ
や
悪
質
な
差
別
落
書
き

も
発
生
し
て
お
り
、
問
題
の
解

決
に
は
至
っ
て
い
ま
せ
ん
。

誤
っ
た
情
報
に
惑
わ
さ
れ
な
い

　
「
そ
っ
と
し
て
お
け
ば
差
別

は
自
然
に
な
く
な
る
」
と
い
う

意
見
を
聞
く
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、
本
当
に
そ
う
で
し
ょ
う
か
。

　

明
治
4
（
1
8
7
4
）
年
に

解
放
令
が
出
さ
れ
て
1
5
0
年

以
上
、
昭
和
21
（
1
9
4
6
）

年
に
基
本
的
人
権
を
保
障
し
た

日
本
国
憲
法
が
公
布
さ
れ
て
80

年
が
経
過
し
て
い
ま
す
が
、
差

別
は
現
存
し
て
い
ま
す
。
差
別

の
実
態
を
正
し
く
伝
え
て
こ
な

か
っ
た
こ
と
や
、「
で
き
れ
ば

関
わ
り
た
く
な
い
」「
そ
の
う

ち
な
く
な
る
」
と
、
同
和
問
題

と
き
ち
ん
と
向
き
合
っ
て
こ
な

か
っ
た
こ
と
な
ど
が
大
き
な
原

因
で
す
。

　

ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

の
情
報
に
は
、
誤
っ
た
内
容
も

数
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
同

和
問
題
に
関
す
る
正
し
い
知
識

を
持
た
な
い
と
、
手
に
し
た
情

報
が
正
し
い
か
ど
う
か
判
断
で

き
ま
せ
ん
。
そ
の
結
果
、
誤
っ

た
情
報
や
偏
見
が
伝
わ
り
、
差

別
が
繰
り
返
さ
れ
て
し
ま
い
ま

す
。学

び
か
ら
行
動
へ

　

同
和
問
題
の
解
決
は
、
私
た

ち
一
人
一
人
が
自
分
の
問
題
と

し
て
受
け
止
め
、
暮
ら
し
の
中

を
見
つ
め
直
す
こ
と
か
ら
始
ま

り
ま
す
。
家
庭
や
地
域
、
職
場

で
、
差
別
に
つ
な
が
る
よ
う
な

習
慣
や
偏
見
、
固
定
観
念
を
疑

問
に
思
う
こ
と
な
く
受
け
入
れ

て
い
な
い
か
を
常
に
問
い
た
だ

し
、
差
別
を
な
く
す
努
力
を
続

け
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
誰
か

の
人
権
が
傷
付
け
ら
れ
て
も
、

解
決
し
よ
う
と
し
な
い
社
会
で

は
、
自
分
の
人
権
が
侵
害
さ
れ

た
と
き
も
、
同
じ
よ
う
に
我
慢

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま

す
。
差
別
は
、
決
し
て
ひ
と
ご

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た

め
、
同
和
問
題
の
実
態
や
差
別

を
受
け
て
い
る
人
の
思
い
を
知

り
、
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
大

切
で
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で「
誰

か
の
人
権
が
、
守
ら
れ
て
い
る
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こ
と
を
好
ま
し
く
感
じ
、
傷
付

け
ら
れ
る
こ
と
を
お
か
し
い
と

感
じ
る
」
と
い
う
人
権
感
覚
が

身
に
付
き
、
自
分
や
周
り
の
人

が
差
別
問
題
に
直
面
し
て
も
、

解
決
に
向
け
て
行
動
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

　
同
和
問
題
の
早
期
解
決
を
目

指
し
、
福
岡
県
や
各
市
町
村
は

昭
和
56
（
1
9
8
1
）
年
か
ら

毎
年
7
月
を
「
同
和
問
題
啓
発

強
調
月
間
」
と
定
め
、
各
種
の

啓
発
行
事
を
行
い
、
差
別
を
な

く
す
取
り
組
み
を
展
開
し
て
い

ま
す
。

　

町
で
は
、
講
演
会
や
街
頭
啓

発
な
ど
を
行
い
、
同
和
問
題
を

は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
人

権
問
題
の
解
決
に
む
け
た
取
り

組
み
を
行
い
ま
す
。
一
人
一
人

の
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
の

実
現
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

同
和
問
題
啓
発
強
調
月
間
の

お
知
ら
せ

■
芦
屋
町
人
権
講
演
会

▽�

と
き　
７
月
３
日
金
・
午
後

6
時
30
分
～
８
時

▽�

と
こ
ろ

　
あ
し
や
夢
リ
ア
ホ
ー
ル

▽�

テ
ー
マ　

　

�

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に
よ
る

人
権
侵
害

※�

詳
し
く
は
、
広
報
あ
し
や
今

号
に
折
り
こ
ん
で
い
る
チ
ラ

シ
を
見
て
く
だ
さ
い
。

■
人
権
パ
ネ
ル
展
示

▽
と
き　
７
月
１
日
水
～
31
日
金

▽
と
こ
ろ　
役
場
１
階
ロ
ビ
ー

■
街
頭
啓
発

▽�

と
き　
６
月
25
日
木
・
午
後

4
時
30
分
か
ら

▽�

と
こ
ろ　
正
門
通
り
商
店
街

な
ど

■
福
岡
県
人
権
講
演
会

▽�

と
き　
７
月
18
日
土
・
午
後

１
時
30
分
か
ら

▽�

と
こ
ろ　
ク
ロ
ー
バ
ー
プ
ラ
ザ

（
春
日
市
原
町
）

▽�

内
容
　【
演
題
】『
全
国
部
落

調
査
』
裁
判
判
決
の
意
義
と

部
落
差
別
解
消
推
進
法
施
行

10
年
～
激
変
す
る
情
報
環
境

と
I
T
革
命
の
進
化
を
ふ
ま

え
て
～

　

�【
講
師
】　

北
口 

末
広
さ
ん

（
近
畿
大
学
人
権
問
題
研
究

所
特
任
主
任
教
授
）

　近年、インターネットの普及に伴い、私たちの生
活は便利になりましたが、その一方で、インターネ
ット上での人権侵害が深刻な問題となっています。
SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）や
掲示板などでの誹謗中傷、プライバシーの侵害な
ど、さまざまな形で人権が脅かされています。これ
らの問題は、被害者だけでなく、加害者となる可能
性もあるため、町民一人一人が人権意識を高めるこ
とが必要です。
　インターネット上では、他者を傷つける言動が容
易に行われてしまいます。特に、特定の個人や団体
に対する攻撃的な発言は、被害者に深刻な精神的
苦痛を与えることがあります。自分が発信する情報
が、他者にどのような影響を与えるかを常に考え、
他者を尊重し、思いやりのある言動を心がけること
が重要です。
　また、インターネット上では、個人情報が簡単に
流出する危険性があります。無断で他者の写真や情
報を掲載することは、明らかに人権侵害です。私た
ちは、自分自身のプライバシーを守るだけでなく、
他者のプライバシーも尊重する姿勢が求められま
す。特に、SNS などで情報を発信するときは十分
な注意が必要です。自分が投稿する内容が、他者に
どのように受け取られるかを考え、慎重に行動する
ことが大切です。
　被害者や加害者にならないためには、まず自分自
身の行動を見直すことが必要です。インターネット
上での言動が、他者にどのような影響を与えるかを
常に意識し、思いやりを持ったコミュニケーションを
心がけましょう。もし自分が被害に遭った場合には、
適切な相談窓口に相談することが大切です。
　インターネットは便利なツールである一方で、リ
スクも伴います。私たち一人一人が人権意識を持
ち、他者を尊重する行動を心がけることで、より良
いインターネット社会を築いていくことができま
す。被害者にも加害者にもならないために、今一度、
自分の言動を見つめ直し、人権を守る意識を高めて
いきましょう。

差別をなくすために  第 493 号

インターネットによる
人権侵害をなくすために

芦屋町人権・同和教育研究協議会
▷問い合わせ　社会教育係
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